
3 広報こもろ　令和２年9月号

市民みんなで行動する
　新型コロナウイルスの感染を広げないための「８つの行動目標」を作成しました。小諸市に住んでいる方、
仕事や学業のために小諸市に来られる方、そのすべての皆さまが安心して日 を々過ごせるように作った目標です。
　毎日すべてを完璧に実践するのは大変かもしれません。それでも、市民みんなが一緒に取り組むことで、

「安心な小諸市」に繋がります。
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市民みんなで人権を守る

差別やいじめが起きてしまったら…
みんなの人権110 番 0570-003-110 平日　8:30 ～17：15

子どもの人権110 番 0120-007-110 平日　8:30 ～17：15

女性の人権ホットライン 0570-070-810 平日　8:30 ～17：00

外国語人権相談ダイヤル
（Foreign-language Human Rights Hotline） 0570-090911 平日　9:00 ～17：00

長野県人権啓発センター 人権相談専用電話 026-274-3232 原則 火～日曜日　8:30 ～17：00

小諸市人権政策課 0267-22-1700 平日　8:30 ～17：15

　差別やいじめ等を受けた
ら、一人で悩まず、相談窓
口にご相談ください。
　そういった事例を見かけ
た場合も、ご連絡ください。
安心して暮らせる小諸市を
一緒につくりましょう。

誰もが感染する可能性があります
　市内での感染事例では、感染拡大防止のために、当該事業所が勇気をもって店名公表をしてくださったこと、
くわえて、佐久保健所のスムーズな検査実施によって、早期の結果判明に繋がりました。
　新型コロナウイルス感染症は、正しい情報を手に入れて感染予防を徹底していても、感染してしまうことがあ
ります。感染した方や治療にあたった医療関係者及びそのご家族、感染の拡大している地域から来られた方、
外国の方等に対して、差別や中傷、いじめ等を行なうことは絶対にやめましょう。


